
 

特記事項の記載内容のポイント 
平成２８年８月２６日（金） 

平成２８年度会津若松市要介護認定調査員現任研修会 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松市役所 高齢福祉課 
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【Ⅰ】認定調査票（概況調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折ったり穴を開けない 

どちらかに必ず☑ 

自宅外の場合は 

施設名等を記入 

調査員氏名を記入 
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施設入所の場合は「なし」に☑ 

福祉用具貸与のみでも、要支援か要介護かで☑ 

余白には記入しない。 

記入しても読み込めません 

会津若松市では市町村特別給付はありません。 

ここには記入しないでください。 
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折ったり、穴を開けたり、傷つけない 

枠からはみ出さないように書く。 

書ききれない時には、特記事項の６群に「概況調査続き」 

と書き始め、概況調査の続きを記入する。 
余白には記入しない 
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■概況調査Ⅳに記入すること 

  ・介護認定審査会委員は、概況調査の内容から、本人の状況をイメージして 

   読み込んでいます 
 

 

独居、家族構成 介護者がいる環境か、介護のサービスが必要か推測できる。 

病歴、体型 

生活でのエピソード 

基本調査には反映されていない、本人の現在の状況に影響があるも

の、また、介護の手間の多少の推測ができる。 

申請理由 

介護・変更申請理由 

今後のサービス等の希望などが意見に反映されやすい。 

また、介護・変更申請の場合、介護度の重度・軽度変更の判断材料

になる。 

福祉用具貸与 特に軽度者における重度変更の際に参考にされることが多い。 

自動車の運転 外出の際の手間等を推測できる。また、軽度変更の参考になる。 

経管栄養に伴う痰吸

引等の手間 

単に、経管栄養を実施されている以上に手間がかかる場合等、基本

調査に反映されない介護の手間を推測できる。 

施設等入所時期 
施設に入所している場合は、いつから入所しているのか、今後も入

所継続が必要かなどの判断材料になる。 

Ｐｏｉｎｔの整理 
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【Ⅱ】認定調査票（基本調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査日を忘れず記入 

また、日付を間違え

ない 

下書き等は綺麗に消す 

☑を間違えた際は、枠ごと修正テープ等で消す 

被保険者番号と

調査員番号を間

違えない 
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【Ⅲ】認定調査票（特記事項） 

■第１群 

１-１麻痺 １-２拘縮 

 

 

 

❍記入例 

 できなかったことは書きやすい。できたことも記入する。 

 

 

 

 

 

 

介護の手間や、身体状況等に影響する項目なので、確認動作ができたか、できなかったか分かるよ

うに記入する。 

・確認動作を行ったのか。 

・スムーズな動きなのか、ぎこちなさがあるか。 

・確認動作ができても他に影響はないか。など、他に影響がないかわかるように記載する。 
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１-７歩行 

 

 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

「できる」状況「できない」状況がわかるような特記事項の記載にする。 

「できる」↔「できない」のはざまの度合いが重要。また、日常もできるのかがわかるような記載

にする。 

・やっと歩いている・何とかできる等、「何かにつかまって歩いている」を選択した際は特に詳しく状況を記入

する。 
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１-１０洗身 

 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どの程度洗えているのか」が分かるように記載する。 

デイサービスの利用状況の記載があれば、介護度が下がった場合等において、重度変更の理由にな

る。 

・住環境が整っておらず自宅で入浴できない、デイサービスでしか入浴していないなどの情報も重要。一次判定

の介護度によっては、必要なサービスを受けられるよう、特記事項の記載内容をみて重度変更される場合もあり

ます。 
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１群（その他） 

 

 

❍記入例[なんでもスムーズに出来る人] 

 

 

 

 

 

❍記入例[寝たきり状態の人]  

 

 

 

 

どの項目も、掴まったり支えがなくてもできる、又は、寝たきり等で体が動かせない、等の身体状

況の場合、項目をまとめて特記事項を記載しても良い。「何も書かない」はダメ。 

何も書いてないと、状況がわからない。項目をまとめて記入してもＯＫなので、出来ている状況を記入する。 

寝たきり状態の場合も、項目ごとにできるかできないか、わかるように記入する。 
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■第２群 

２-１移乗 

 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の手間がわかるような特記事項の記載内容にする。 

体形や体重によって２名体制の対応が必要か、定時の体位交換を行っているか、不適切な状況がな

いか等詳しく記載する。 

「一部介助」という表現はしない。どのように介助しているか具体的に記載する。 

不適切で判断する際は「◯◯（介助が受けられない理由）の為不適切」と必ず記載する。「不適切」の記載が

ないと、どのような理由で判断したかが審査会に伝わらない。 



 - 11 - aizuwakamatsu city 

２-２移動 

 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分で移動できるか、できないか、介護の手間がかかっているかが分かるように記載する。 

外出時の状況は判断基準に含まれないが、特記事項に記載しておくことで、隠れた介護の手間を図

ることができる。 

「一部介助」という表現はしない。どのように介助しているか具体的に記載する。 

不適切で判断する際は「◯◯（介助が受けられない理由）の為不適切」と必ず記載する。「不適切」の記載が

ないと、どのような理由で判断したかが審査会に伝わらない。 

頻度や常時の見守りが必要か等、介護の手間が分かるように記載する。 
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２-４食事摂取 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事摂取の時間がどのくらいかかっているのか、介護の手間がかかっているか分かるように記載す

る。食事の形態や食後の後片付け等評価には含まれないが、手間がかかる状況であれば記載する。 

「一部介助」「全介助」という表現はしない。どのように介助しているか具体的に記載する。 

食事の項目は介護度に大きく影響する場合もある為、詳しく記載する事によって、審査会の二次判定におい

て重度・軽度変更の判断材料になる。 
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２-５排尿・２-６排便 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの位介護の手間がかかっているのか、詳しく細かく記載する。 

時間や頻度、介助の状況等審査会で判断できるよう特記事項に記載する。 

判断基準に含まれない内容でも、手間のかかる時間等によっては重度変更の検討がなされる為、詳しい情報

を細かく記入する。頻度や介護の状況等は必須事項。 
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２-１０上衣の着脱・２-１１ズボンの着脱 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着脱にどの位時間がかかっているのかをみる。重度変更の理由にもなるため、詳しい記載が必要。

また、ズボンの着脱は、排泄時の介護の手間と差異がある場合は、特記事項に詳しく記載する。 

衣類の工夫などあれば記載する。評価の対象に含まれない内容でも、介護の手間がかかっていることがあれ

ば記載する。 
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■第３群 

３-２日課の理解 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症の度合いを知る為に、どの程度の日課の理解ができているか記載する。 

重度変更の判断材料になりうる項目。 

一日の行動の際に、自分で行動できるか、声掛け等必要か分かるように記載する。声掛け要している状況で

重度変更の検討がなされる場合もある。 
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３-８徘徊・３-９外出して戻れない 

 

 

❍記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の手間を見ているため、細かいエピソードや頻度等詳しく記載する。 

特に３-８徘徊は、重度変更の検討がなされる項目の為、特記事項に記載する。また、選択しなくても手間に

なる状況があれば記載する。 
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■第４群 

４群全般 

 

 

 

 

４-３感情が不安定 

４-４昼夜逆転 

４-６大声を出す 

４-７介護抵抗 

４-１２ひどい物忘れ 

 

 

 

具体的なエピソードや頻度を記載する。 

介護者の立場で審査会員も読んでくれる為、手間がかかっている状況があれば記載する。 

特に、記載した項目は二次判定の変更理由に用いられることが多いため、項目に該当しなくても 

手間がかかっている状況があれば記載する。 

泣いて暴れる、夜中に介護者を起こす、夜中に大声で歌っている、大声で奇声をあげる、介護抵抗とは判

断しないが介護者によって拒否をする、ご飯を食べたことを忘れて食事の催促をする‥など、具体的な状況

と頻度は必ず記載。また、その行動にどのような手間がかかっているかを記載する。 

 審査会委員もエピソードは気になるため、具体的なエピソードを記載する。頻度と、介護の手間がかかっ

ているかも記載する。 
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■第５群 

５-１薬の内服 

 

 

❍記入例 

 

 

 

５-３日常の意思決定 

 

 

 

 

 

自分で飲めるのか、どこまで介助が必要かなど具体的に記載することで介護の手間の状況を判断で

きる。服薬がない場合は、服薬することを想定して判断し、その内容を記載する。 

日常生活は判断できるが慣れない環境では難しいのか、簡単な内容のみ判断できるのかなど、どう

いう時にできて、できないかを記載する。出来てるエピソードなど具体的に記載する。 

分量的に薄めでも、具体的な内容が記載されていれば審査会で判断する。 
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■第６群 

・１４日以内に受診等し、医療従事者の管理を受けているか。 

    がポイントです。１５日以前であればチェックなしです。 

 

 

❍記入例「チェックが入る場合」 

 

 

 

❍記入例「チェックが入らない場合」 

 

 

 

 

主治医意見書は、その医療行為を実施していればチェックが入るため、意見書の情報と調査票の情

報に差異がある場合があるため、調査票の特記が重要になる。 

急性期は項目に該当しないが、特記事項に記載しておく。１４日以内の受診でなくても、定期的に受診をし

て管理を受けている状況とわかれば記載しておくと、審査会で判断できる。 
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■第７群 

 

 

・自立以外の選択肢を選択した場合は、特記事項を必ず記載する。 

 （主治医意見書と差異があることが少なからずある為、審査会で 

判断しやすいように特記事項を記載する） 

 

 

■まとめ 

 

認知症の状況や日常の介護の手間等の総括的に判断する項目の為、基本調査に反映されない行動障

害が手間等のエピソードがあれば記載する。 

◉特記事項は、基本的にはどの項目も記載する。(情報はあった方が審査会でも助かります) 

 ≪ただ、まとめて書ける項目はまとめてもＯＫ！≫ 

◉審査会委員が注目しやすいポイントについては、内容をしっかり記載する。 

 ≪どの位の“手間がかかっているか”知りたい項目の為、細かな情報を記載≫ 

◉エピソードは具体的に記載する。 

◉各項目の判断基準に該当しなくても、介護の手間がかかっていれば、『項目外』として記載する。 


